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1788年 煙突掃除人保護条例
1897年 労働者災害補償法
1802年 工場法
1952年 ロンドンスモッグ
1957年 ウィンズケール原子炉事故



1972年 ローベンス報告
・簡素化と規制目的の明確化
・法規準拠よりも自主的な安全衛生活動の推進
・行為準則の柔軟性のある規制
・リスクの高い状況への強制的措置
1974年 労働安全衛生法
・組織の責任者による真摯かつ具体的な関与
・構造的計画的な取り組み
・適切な人的、物的資源が利用できる条件の整備
・全ての管理者による安全衛生の重視
・直面課題に応じた柔軟な対応
・安全衛生と組織の生産性や競争力との一体視
リスクアセスメント義務





５段階のリスクアセスメント

Step1 リスク要因（ハザード）の洗い出し
Step2 被害を受ける人と様態の確定
Step3 リスク見積と予防策の決定
Step4 記録
Step5 リスクアセスメントのレビューと改善



日本のリスクアセスメントをめぐる動向

1999年 労働安全衛生マネジメントシステム指針

2001年 機械の包括的な安全基準に関する指針

2006年 リスクアセスメント指針

2016年 化学物質のリスクアセスメント義務化



労働災害日英比較（2015年）

被雇用者
数

死傷者数 死亡者数 千人あた
りの死傷
者数

10万人あ
たりの死
亡者数

���� 3130�� 622,000 144 19.9 0.46

�� 5197�� 545,007 972 10.5 1.87

英国のデータ：Kinds of accident in Great Britain, 2016 
http://www.hse.gov.uk/Statistics/causinj/kinds-of-accident.pdf?pdf=kinds-of-accident
日本のデータ：中央労働災害防止協会「安全の指標」2016年
ただし被雇用者数は2014年の千人率から算出、死傷者数は2014年のデータ。



リスクアセスメントの要素

2.枠組み

3.技術ガイド 4.監督行政

1.リスク情報



英国の石綿規制
1931 製造業を対象とした最初の規制、清掃等
1969 The Asbestos Regulations 

建設業の規制、局所排気装置、曝露の最小化、規制値2f/ml
1970 青石綿自主規制
1974 労働安全衛生法
1980 茶石綿自主規制
1983 The Asbestos Licensing Regulations

断熱作業などハイリスク作業のライセンス制、除去の届出
1987 The Control of Asbestos at Work (CAW)

枠組み規制、リスク評価、計画、通知等、規制値 0.2-0.6f/ml
The Asbestos Prohibitions Regulations 青、茶禁止

1995 J. Petoの中皮腫の将来予測論文
2002  The Control of Asbestos at Work Regulations (CAWR)

建物管理者の調査、評価、管理責任
2006   規制値角閃石0.2f/ml
2012   The Control of Asbestos at Work Regulations (CAWR)

非ライセンス作業の届出、規制値0.1f/ml



石綿規制の日英比較
英国 日本

1969 建設業の規制 1995 除去作業の届出（安衛法）

1970 青石綿自主規制 1995 青石綿、茶石綿禁止（安衛法）

1980 茶石綿自主規制 1995 青石綿、茶石綿禁止（安衛法）

1983 ライセンス制 未実施
1987 規制値 0.2-0.6f/ml 2004 管理濃度 ２f/ml→0.15f/ml

2002 建物管理者の責任 未実施

2012   非ライセンス作業(L-3)の届出 未実施



労働環境の問題

石綿リスクの重大性の宣伝

2.枠組み

3.技術ガイド 4.監督行政

1.リスク情報

英国の石綿管理の特徴

資格、ライセンスの整備

調査、分析、除去、管理についての
分かりやすい技術ガイド 抜き打ち検査と罰則の適用





石綿は2000年以前に建て
られた建物（民家、工場、
事務所、学校病院等）でみ
られ、毎年5,000人が死亡
しています。





英国の石綿管理の枠組み

建物所有者・管理者 /法的義務

除去・解体事業者 /ライセンス

公的資格
・建材分析 (P401)
・調査 (P402)
・計数分析(P403)
・気中採取とクリアランス(P404)
・建物管理(P405)

研修
・作業者
・管理者
・事業者

Competence
遂行能力があること



英国の石綿管理の体系

石綿規則（The Asbestos Regulations at Work）

行為準則（Code of Practice)

HSG210 (Asbestos Essentials)
HSG247 (The Licensed Contractors' Guide)
HSG264 (Asbestos: Survey Guide)
HSG248 (The Analysts' Guide)
L143 (Managing and Working with Asbestos)...



まとめ（１）

英国の石綿規制は、日本よりも20年前後早く施行され
ており、効果を上げている。今後日本では未実施で重
要と思われる事項について実行を検討すべき。



まとめ（２）

英国の規制はリスクアセスメントが基礎となってお
り、情報共有、枠組み、技術ガイド、監督行政の主要
な要素によって構成されていることを念頭に置く必要
がある。













英国で考えたこと

石綿問題の特異性
1.影響の大きさ

労災死亡者972人
石綿による肺がん、中皮腫902人（2015年）

労働安全衛生で最大のリスク要因
測定義務？リスクアセスメント？



2007年
トンネルじん肺訴訟 国と合意・和解⇒粉じん濃度測定の検討

2016年
トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会



労働衛生対策の原則
呼吸保護具は最後の手段であり、使用するのは下記の場合である

①低毒性の代替品がない、

②工学的対策と作業管理（例: 標準作業手順）だけでは、曝露濃
度を十分に低下させることができない、

③これらの手段を導入するまでの暫定期間。

ACGIH 2011年発行 Modern Industrial Hygiene.



英国で考えたこと

石綿問題の特異性
2.作業場を越える被害

作業曝露、建物曝露、環境曝露⇒多様な被害者

リスクコミュニケーションの重要性



アジアでの改善トレーニングの範囲
労働安全衛生
作業効率
作業編成
福利厚生
周辺環境
住環境

リスクアセスメントとリ
スクコミュニケーション
によるリスク低減のため
の改善


